
災害対策関連機器の操作訓練を実施しました！

　災害対策関連機器については、災害時に一般回線等が使用できなくなった場合、誰も
が使用できるようにしておくことが重要です。

　今回、多くの職員が訓練に参加して実際に機器類を操作することできるよう３回に分
けてＫ－λ無線、衛星電話、ウェアラブルカメラの訓練を実施しました。

■実施日時：令和６年６月４日（水）、７日（金）、１１日（火）

■実施場所：大阪国道事務所　災害対策室

■参 加 者：40名

■訓練概要：Ｋ－λ無線、衛星電話、ウェアラブルカメラの操作訓練

～ 操作訓練の状況 ～

　　　　　　　

大阪国道事務所　　　

【お問い合わせ先】

  国土交通省 近畿地方整備局 大阪国道事務所 管理第二課　　　　　　　 

  〒536－0004 大阪市城東区今福西２丁目１２番３５号　 電話：06－6932－1421(代表)

衛星電話Ｋ－λ無線

ウェアラブルカメラ


